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※（　）内は前月比

　

県
外
か
ら
の
移
住
に
際
し
、
居
住
す

る
た
め
の
空
き
家
改
修
を
行
う
場
合
、

そ
の
改
修
費
を
補
助
し
ま
す
。
詳
し
く

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
ま
ち
な
か
移
住
推
進
空
き
家
活
用
事

業
補
助
金
】

■
対
象
地
域　

旧
田
辺
市
（
秋
津
川
・

上
野
・
長
野
・
伏
菟
野
を
除
く
。）

■
補
助
金
額　

空
き
家
の
改
修
に
要
す

る
金
額
の
３
分
の
２
（
上
限
80
万
円
）

【
移
住
推
進
空
き
家
改
修
支
援
事
業
費

補
助
金
】

■
対
象
地
域　

旧
田
辺
市
の
う
ち
秋
津

川
・
上
野
・
長
野
・
伏
菟
野
及
び
龍
神
・

中
辺
路
・
大
塔
・
本
宮
地
域

■
補
助
金
額　

空
き
家
の
改
修
に
要
す

る
金
額
か
ら
県
補
助
金
を
除
い
た
金
額

の
２
分
の
１
（
上
限
80
万
円
）

※
申
請
者
は
売
買
・
賃
貸
契
約
締
結
の

前
に
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
た
な
べ
営
業
室 

移
住
定
住
推
進
係

（
本
庁
舎
３
階
）

★
０
７
３
９
（
３
３
）
７
７
１
４

☆https://w
w

w
.city.tanabe.lg.jp/

tanabeeigyou/index.htm
l

市の人口
令和 5年 6月末現在

男 16 人　女 7 人

  男 32,386 人
  女 36,491 人
  計 68,877 人

34,880 世帯 （-12）

（-7）
（-29）
（-36）

人口

世帯数

6月の出生

■市県民税・普通徴収…第 2 期分、年金特別徴収…8 月徴収分、
給与特別徴収…7 月徴収分
■国民健康保険税 普通徴収…第 2 期分、特別徴収…8 月徴収分
■介護保険料 普通徴収…第 2 期分、特別徴収…8 月徴収分
■後期高齢者医療保険料 普通徴収…第 2 期分、特別徴収…8 月
徴収分
※納期限後の納付は、督促手数料及び延滞金を加算する場合があ
ります。

8 月の納税等

新庁舎完成まであと8か月（８月１日現在）

　庁舎新築工事の仮囲いに、市内の子ども
たちの作品を展示する「新庁舎仮囲いこど
も美術展」を開催します。
　新庁舎の基本理念「人と地域を大切にす
る未来に “ つなぐ ” みんなの庁舎」に基づ
き、多くの方に新庁舎に関心を持ってもら
い、みんなの庁舎として親しみを感じても
らうため、幼稚園児や小中学生の作品を印
刷して仮囲いに展示しています。ぜひご覧
ください。
■展示場所　庁舎新築工事現場の仮囲い

（市道あけぼの東山 2 号線 歩道沿い）
■展示予定期間　11 月頃まで

■展示作品　市立幼稚園・小中学校の皆さ
んの作品　109 点
※工事の進捗状況や内部の様子は、ホーム
ページや庁舎新築工事かわら版、YouTube
で公開しています。
☆ https://www.city.tanabe.lg.jp/choshaseibi

もうすぐできるよ！みんなの庁舎
救
急
医
療
・
救
急
業
務
に
関
す
る

各
種
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す

　

９
月
９
日
は
救
急
の
日
で
す
。
救
急

医
療
や
救
急
業
務
に
対
す
る
理
解
と
認

識
を
深
め
、
応
急
手
当
の
重
要
性
を

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
行
事
を

開
催
し
ま
す
。
ラ
ジ
オ
放
送
や
街
頭
で

は
、
救
急
車
の
適
正
利
用
や
救
急
安
心

セ
ン
タ
ー
（
♯
７
１
１
９
）
な
ど
の
広

報
を
行
い
ま
す
。

【
ラ
ジ
オ
放
送
】

★
①
9
月
1
日
㊎
（
F
M   

T
A
N
A
B
E
）

②
9
月
6
日
㊌
（
和
歌
山
放
送
）

★
①
9
時
20
分
～
9
時
30
分

②
12
時
20
分
～
12
時
30
分

【
街
頭
広
報
】

　

う
ち
わ
や
応
急
手
当
講
習
テ
キ
ス
ト

の
配
布
を
行
い
ま
す
。

★
9
月
４
日
㊊

★
10
時
30
分
～
11
時
30
分

★
マ
ツ
ゲ
ン
田
辺
店

【
救
急
功
労
者
表
彰
式
】

　

医
療
従
事
者
等
で
救
急
医
療
や
救
急

業
務
に
つ
い
て
、
特
に
功
績
の
あ
っ
た

方
々
を
表
彰
し
ま
す
。

☆
9
月
７
日
㊍

◇
市
長
表
彰
1
名

◇
市
長
・
医
師
会
長
連
名
表
彰
3
名

【
上
級
救
命
講
習
会
】

☆
☆
9
月
９
日
㊏ 

９
時
～
16
時

☆
消
防
本
部
３
階
「
講
堂
」

☆
心
肺
蘇
生
、
外
傷
の
応
急
手
当
、
搬

送
法 

等

☆
中
学
生
以
上
の
方

☆
30
名
［
先
着
］

☆
8
月
31
日
㊍
ま
で
に
、龍
神
分
署（
★

０
７
３
９
―

７
８
―

０
１
１
９
）
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他　

事
前
学
習
と
し
て
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
救
命

講
習
・
上
級
救
命
講
習
編
」
を
受
講
し

て
く
だ
さ
い
。

☆
田
辺
市
救
急
医
療
週
間
推
進
協
議
会

事
務
局
（
消
防
本
部 

田
辺
消
防
署
）

☆
０
７
３
９
（
２
２
）
０
１
１
９

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/shoubo/e-raning.htm
l

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
支
援
金

を
支
給
し
ま
す

■
支
給
額　

１
世
帯
当
た
り
３
万
円

★
①
住
民
税
非
課
税
世
帯　

基
準
日

（
令
和
５
年
６
月
１
日
）
に
お
い
て
世

帯
全
員
の
令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
が

非
課
税
の
世
帯

②
家
計
急
変
世
帯　

令
和
５
年
１
月
～

９
月
に
家
計
が
急
変
し
、
①
と
同
様
と

認
め
ら
れ
る
世
帯

★
①
の
対
象
と
な
る
方
に
は
順
次
確
認

書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
９
月
30
日
㊏

ま
で
に
確
認
書
を
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　

②
の
対
象
と
な
る
方
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。
９
月
30
日
㊏
ま
で
に
申
請
書

類
を
左
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
福
祉
課
で
配
布
す
る
ほ

か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き

ま
す
。
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
D
V
等
で
避
難
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

Ｄ
Ｖ
等
で
田
辺
市
に
避
難
さ
れ
て
い

る
方
は
、
田
辺
市
住
民
税
非
課
税
世
帯

等
支
援
金
窓
口
（
★
０
７
３
９
―

３
３
―

７
４
４
０
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

★
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
支
援
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
（
平
日
９
時
～
17
時
、
10

月
13
日
ま
で
）

★
０
１
２
０
（
３
０
０
）
６
２
０

★h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg
.jp

/fu
k

u
sh

i/ju
m

in
ze

i-
hikazei-R5.htm

l
移
住
者
の
た
め
の
空
き
家
改
修

を
補
助
し
ま
す

み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
補
助
金

の
２
次
募
集
を
し
ま
す

【
施
設
整
備
補
助
】（
ハ
ー
ド
事
業
）

■
補
助
対
象
事
業　

令
和
５
年
４
月
１

日
～
令
和
６
年
３
月
31
日
に
民
間
が
所

有
す
る
用
地
に
公
共
性
の
高
い
施
設
等

を
整
備
す
る
事
業

■
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
４
分

の
３
以
内
（
上
限
１
０
０
万
円
）

【
事
業
実
施
補
助
】（
ソ
フ
ト
事
業
）

■
補
助
対
象
事
業　

令
和
５
年
４
月
１

日
～
令
和
６
年
３
月
31
日
に
実
施
す
る

公
益
に
寄
与
す
る
地
域
づ
く
り
事
業

■
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
上
限
50
万
円
）

【
共
通
事
項
】

☆
市
内
で
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
、

市
民
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
団
体

☆
９
月
１
日
㊎
～
10
月
２
日
㊊
に
、
申

請
書
等
を
左
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
左
記
で
配
布
す
る
ほ

か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き

ま
す
。

☆
◇
自
治
振
興
課 

市
民
活
動
係
（
本

庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
１

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/jichi/index.htm
l

◇
各
行
政
局 

総
務
課

☆
19
ペ
ー
ジ
参
照



有 料 広 告
２枠連結（縦 46mm × 横 174mm）

17 　広報たなべ　令和 5年 8月号 16Tanabe Publicity  2023.8

市からのお知らせ Information

８
月
か
ら
、
入
院
等
で
引
き
続
き
必
要

な
方
は
、
左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福

祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
更
新
の
手

続
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
申
請
し

た
月
の
初
日
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

◇
該
当
者
の
国
保
被
保
険
者
証

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
そ
の
他

本
人
確
認
書
類

※
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
限
度

額
適
用
認
定
証
を
交
付
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

☆
保
険
課 

庶
務
係
（
本
庁
舎
２
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

有料広告 広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。

　徐々に外国人観光客が増えてきています
ね。令和 6 年には「紀伊山地の霊場と参詣
道」が世界遺産登録 20 周年の節目を迎え、
田辺市を訪れる外国人観光客がさらに増え
ることが予想されます。
　私たちも外国の方と接する機会が多くな
ると思います。もしかしたらバス停で困っ
ている外国の方に会うことがあるかもしれ
ません。皆さんは困っている外国の方を
見かけた時、何かしなければという思いは
あってもなかなか行動に移せなかったとい
うような経験はありませんか。「外国語がう
まく話せない」「声をかけるのが恥ずかしい」

など理由は様々だと思いますが、「誰かが
助けてくれるかな」という思いで、傍観者
になってしまったことはないでしょうか。
　日本で暮らす（訪れる）外国の方が増え
る中、言葉や習慣の違いやコミュニケー
ション不足から、外国の方が地域社会で孤
立したり、人権侵害を受けるといった事例
が少なくありません。
　誰もが暮らしやすいまちの実現のために
は、お互いの文化や習慣の違いを正しく理
解し、コミュニケーションを深めるとともに、
それぞれの多様性を受け入れ、お互いを尊
重し合うことが大切です。

第 8回　外国人にも優しいまち

やさしさ
ひろがる 人権の わ

一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまち  田辺市をめざして

医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　

次
の
助
成
制
度
の
対
象
の
方
で
、
現

在
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
下
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

☆
中
学
校
卒
業
ま
で
（
15
歳
到
達
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
子
ど

も
（
所
得
制
限
な
し
）

【
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

☆
配
偶
者
の
い
な
い
方
等
で
、
18
歳
以

下
（
18
歳
到
達
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る

方
及
び
そ
の
子
ど
も
（
所
得
制
限
あ
り
）

【
老
人
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
（
３
割
）

の
う
ち
1
割
を
助
成

☆
67
歳
～
69
歳
の
方
。
た
だ
し
、
市
民

税
非
課
税
世
帯
で
、
収
入
（
１
年
間
の

収
入
が
１
人
世
帯
の
場
合
１
０
０
万

円
、
２
人
世
帯
の
場
合
１
４
０
万
円
以

下
な
ど
）
や
資
産
（
預
貯
金
等
の
金
融

資
産
、
動
産
・
不
動
産
な
ど
）、
扶
養

に
つ
い
て
の
受
給
資
格
要
件
あ
り
。

【
精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
当
該
医
療
を
受
け
た
場
合
の
自
己
負

担
額
（
原
則
１
割
）
を
助
成

☆
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方

【
重
度
障
害
者
等
医
療
費
助
成
制
度
】

☆
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

（
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
の
方
は
入
院

医
療
費
の
み
対
象
）

☆
65
歳
ま
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
（
１

～
３
級
）
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
１
級
、
療
育
手
帳
Ａ
を
取
得
さ
れ

た
方
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
（
所
得
制
限
あ
り
）

【
各
助
成
制
度
の
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
へ
】

　

重
度
障
害
者
等
医
療
、
老
人
医
療
の

受
給
者
証
が
８
月
１
日
㊋
か
ら
新
し
く

な
り
ま
す
。
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
る

と
き
に
は
、
必
ず
新
し
い
受
給
者
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
過
去
５
年
間
に
県
外
で
の
受
診

等
に
よ
り
、医
療
費
（
保
険
診
療
分
の
み
）

を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
払
戻
し
の
申

請
が
で
き
ま
す
の
で
、
受
診
時
の
領
収

書
・
振
込
先
の
分
か
る
も
の
を
持
参
の
上
、

左
記
又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉
課
（
19

ペ
ー
ジ
参
照
）で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
保
険
課 

医
療
係
（
本
庁
舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福

祉
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

8
月
31
日
㊍
ま
で
に
下
記
又
は
各
行

手当の種類 対象 支給額（月額）

特別障害者
手当

　在宅で重度の重複障害（国民年金法におけ
る 1 級の障害が重複する程度等）により、日
常生活で常時特別の介護を必要とする 20 歳以
上の方。（医療機関に継続して 3 か月を超えて
入院している方は対象外。）所得制限あり。

2 万 7,980 円

障害児福祉
手当

　在宅で重度の障害（身体障害者手帳 1 級程
度等）により、日常生活において常時介護を
必要とする 20 歳未満の方。所得制限あり。

1 万 5,220 円

特別児童扶
養手当

　在宅で身体や知的又は精神に中程度以上の
障害がある20歳未満の児童を養育している方。
所得制限あり。

1 級：5 万 3,700 円
2 級：3 万 5,760 円

政
局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）

へ
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
対

象
の
方
に
は
8
月
初
旬
に
案
内
を
郵
送

し
ま
す
。

　

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
は
、
8
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☆
障
害
福
祉
室 

障
害
福
祉
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

　

８
月
31
日
㊍
ま
で
に
左
記
又
は
各
行

政
局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）

へ
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
対

象
の
方
に
は
８
月
上
旬
に
案
内
を
郵
送

し
ま
す
。
受
給
か
ら
５
年
経
過
し
た
方

等
は
、
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止

適
用
除
外
事
由
届
出
書
と
関
係
書
類
も

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
を
未
提
出
の
場
合
は
、
11
月

分
以
降
の
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
況
届
を
未
提
出
の
ま
ま
２

年
間
経
過
す
る
と
、
受
給
権
が
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☆
市
民
課 

庶
務
年
金
係（
本
庁
舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

国
民
健
康
保
険
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
の
更
新
を
お
忘
れ
な
く

　

国
保
で
は
、
入
院
や
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
る
場
合
に
、
医
療
機
関
等
の

窓
口
で
の
自
己
負
担
を
所
得
に
応
じ
た

限
度
額
ま
で
と
す
る
限
度
額
適
用
認
定

証
を
、
申
請
に
よ
り
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
毎
年
７
月

31
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

農
地
の
有
効
利
用
に
努
め
ま

し
ょ
う

　

農
地
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
草
刈

り
な
ど
、
適
正
な
管
理
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
農
地
の
売
買
や
宅
地
等
へ
の

転
用
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
の
許
可
が
必

要
で
す
。
市
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
農
地
の
利
用
状
況
や

耕
作
放
棄
地
の
実
態
把
握
、
農
地
の
貸

し
借
り
等
有
効
利
用
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

農
地
の
有
効
利
用
と
耕
作
放
棄
地
の

発
生
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
農
業
委
員
会
事
務
局
（
本
庁
舎
別
館

1
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
６
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市からのお知らせ Information

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■市民総合センター　〒646-0028高雄一丁目23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　　0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966

■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　　0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068

■防災行政テレフォンガイド
☎ 0120-963-910
※防災行政無線の放送内容が確認
できる電話案内サービスです。
■救急安心センター　☎＃ 7119

電話案内サービス

※つながりにくい場合は、市消防
本部（☎ 0739-22-0119）へご連
絡ください。

休日急患診療

☆田辺広域休日急患診療所（市民総
合センター玄関右側）　
☆内科、小児科、歯科の応急診療
☆☆㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時
～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18 時～ 21 時 30
分も診療を行っています。）
　 0739-26-4909

防災行政メール等

全国版救急受診ガイド
「Q助」

航
空
学
生
を
募
集
し
ま
す

■
１
次
試
験
日　

9
月
18
日
㊊
㊗

■
受
付
締
切
日　

9
月
７
日
㊍

★
自
衛
隊
和
歌
山
地
域
協
力
本
部
庁
舎

※
３
次
試
験
ま
で
あ
り
ま
す
。

★
◇
日
本
国
籍
を
有
し
、
自
衛
隊
法
第

38
条
第
１
項
に
該
当
し
な
い
方

◇
海
上
自
衛
隊
は
18
歳
以
上
23
歳
未
満

の
方
、
航
空
自
衛
隊
は
18
歳
以
上
21
歳

未
満
の
高
卒
の
方
又
は
高
専
３
年
次
修

了
者
（
見
込
み
含
む
。）

☆
自
衛
隊
田
辺
地
域
事
務
所

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
９

和
歌
山
県
下
水
道
排
水
設
備
工

事
責
任
技
術
者
資
格
認
定
共
通

試
験
を
行
い
ま
す

☆
11
月
26
日
㊐

☆
和
歌
山
商
工
会
議
所

☆
8
月
10
日
㊍
～
9
月
１
日
㊎
に
、
申

込
書
を
県
下
水
道
協
会
へ
郵
送
（
特
定

記
録
郵
便
）
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
8
月
10
日
㊍
か
ら
左
記
等
で
配
布
し

ま
す
。

　

ま
た
、
11
月
3
日
㊎
㊗
に
同
会
場
で

希
望
者
に
受
験
講
習
を
実
施
し
ま
す
。

☆
◇
環
境
課 

生
活
排
水
係
（
本
庁
舎

2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

◇
和
歌
山
県
下
水
道
協
会

〒
６
４
０
―

８
５
１
１

和
歌
山
市
七
番
丁
23

☆
０
７
３
（
４
３
５
）
１
０
９
３

　

市
で
は
、
町
内
会
と
連
携
を
図
り
、

精
霊
送
り
後
の
一
斉
清
掃
等
環
境
美
化

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
精
霊
送

り
の
際
に
は
、
次
の
こ
と
を
守
っ
て
く

だ
さ
い
。

◇
精
霊
送
り
の
舟
に
バ
ッ
テ
リ
ー
や
乾

電
池
・
電
球
等
を
積
ん
で
流
す
こ
と
は
、

お
盆
の
精
霊
送
り
に
つ
い
て
の

お
願
い

事
業
者
用
分
別
指
定
袋
の
販
売

を
行
い
ま
す

　

10
月
～
令
和
６
年
３
月
末
ま
で
の
６

か
月
分
の
事
業
者
用
分
別
指
定
袋
の
販

売
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

事
業
者
本
人
又
は
代
理
人
の
方
が
、

ご
み
袋
代
金
（
ご
み
処
理
手
数
料
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
販
売
を
行
っ
て
い
る
場
所
及
び
期
間

◇
環
境
課
（
本
庁
舎
２
階
）

９
月
１
日
㊎
～
５
日
㊋

◇
廃
棄
物
処
理
課
・
各
行
政
局
住
民
福

祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）

９
月
１
日
㊎
～
令
和
６
年
３
月
29
日
㊎

■
ご
み
袋
代
金
（
ご
み
処
理
手
数
料
）

１
セ
ッ
ト
各
10
枚
入
り
８
８
０
円
（
消

費
税
込
み
）

■
購
入
で
き
る
セ
ッ
ト
数

①
燃
え
る
ご
み   

11
セ
ッ
ト
（ 

１
１
０

枚 

）
ま
で

②
資
源
ご
み
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
・

埋
立
て
ご
み　

合
計
４
セ
ッ
ト
（
40
枚
）

ま
で

※
セ
ッ
ト
内
で
部
分
購
入
も
で
き
ま
す
。

※
②
は
４
セ
ッ
ト
の
枠
内
で
任
意
に
選

択
し
、
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

☆
廃
棄
物
処
理
課 

廃
棄
物
対
策
係
（
市

ご
み
処
理
場
）

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
８

　

県
で
は
、
計
量
法
に
基
づ
き
計
量
器

（
は
か
り
）
の
定
期
検
査
を
行
っ
て
い
ま

す
。
検
査
対
象
と
な
る
は
か
り
を
使
用

さ
れ
て
い
る
事
業
所
の
方
で
、
前
回
検

査
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
8
月
31
日

㊍
ま
で
に
商
工
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

日
程
等
は
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

☆
◇
商
工
振
興
課 

商
工
労
政
係
（
本

庁
舎
別
館
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
７
０

◇
和
歌
山
県 

商
工
観
光
労
働
総
務
課

☆
０
７
３
（
４
４
１
）
２
７
１
３

☆https://w
w

w
.pref.w

akayam
a.

lg.jp/prefg/060100/keiryou
1/

w
eb.htm

計
量
器
定
期
検
査
を
行
い
ま
す

【
森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
と
き
】

　

相
続
や
売
買
な
ど
に
よ
っ
て
森
林
の

土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
と
き
は
、
届

出
が
必
要
で
す
。

★
売
買
や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地

を
新
た
に
取
得
し
た
個
人
・
団
体

■
届
出
期
日　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
日
か
ら
90
日
以
内

■
届
出
方
法　

届
出
書
等
を
下
記
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
書
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

森
林
の
土
地
の
取
得
、
森
林
の

伐
採
は
届
出
が
必
要
で
す

【
森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
】

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、

伐
採
の
届
出
・
許
可
申
請
等
が
必
要
で

す
。
届
出
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取

得
で
き
ま
す
（
今
年
度
か
ら
、
届
出
書

が
一
部
変
更
）。

　

な
お
、
1
h
a
以
上
の
森
林
の
開

発
行
為
を
行
う
場
合
は
、
県
へ
の
林
地

開
発
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。

■
普
通
林
の
場
合

★
県
が
定
め
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
森
林

※
対
象
森
林
の
確
認
は
西
牟
婁
振

興
局
林
務
課
（
☎
０
７
３
９
―

２
６
―

７
９
１
１
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◇
届
出
期
日
と
提
出
先　

伐
採
開
始
の

30
～
90
日
前
ま
で
に
左
記
へ
届
出

■
保
安
林
の
場
合

◇
届
出
・
許
可
申
請
の
期
日
と
提
出
先

・
間
伐
又
は
人
工
林
の
択
伐　

伐
採
す

る
20
～
90
日
前
ま
で
に
左
記
へ
届
出

・
皆
伐　

伐
採
面
積
の
限
度
公
表
日
か

ら
30
日
以
内
に
県
へ
許
可
申
請

・
天
然
林
の
択
伐　

伐
採
す
る
30
日
前

ま
で
に
県
へ
許
可
申
請

☆
山
村
林
業
課 

林
業
振
興
係
（
大
塔

行
政
局
２
階
）

★
０
７
３
９
（
４
８
）
０
３
０
３

★h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/sanson/index.htm
l

世
界
農
業
遺
産
「
み
な
べ
・
田

辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」
フ
ォ
ト
コ

ン
テ
ス
ト
開
催
中
！

■
テ
ー
マ　

み
な
べ
町
や
旧
田
辺
市
の

景
色
、
梅
栽
培
や
梅
加
工
・
製
炭
な
ど

の
作
業
風
景
、
伝
統
的
な
農
耕
祭
事
、

生
息
す
る
生
き
物 

等

■
入
賞　

12
作
品

■
賞
品　

国
内
世
界
農
業
遺
産
認
定
地

環
境
汚
染
に
な
り
ま
す
の
で
、
舟
を
流

す
前
に
必
ず
取
り
外
し
ま
し
ょ
う
。

◇
海
浜
や
河
原
で
は
、
送
り
火
や
お
線

香
に
と
ど
め
、
果
物
な
ど
の
お
供
え
物

は
自
宅
で
処
分
し
ま
し
ょ
う
。

※
配
置
し
て
い
る
ド
ラ
ム
缶
に
は
、
陶

磁
器
・
焼
却
灰
以
外
の
も
の
を
入
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

◇
田
辺
扇
ヶ
浜
海
水
浴
場
内
で
は
、
精

霊
送
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

☆
環
境
課 

環
境
対
策
係（
本
庁
舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

域
特
産
品
5
0
0
0
円
相
当

★
8
月
31
日
㊍
［
必
着
］
ま
で
に
、
応

募
用
紙
を
持
参
又
は
郵
送
し
て
い
た
だ

く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は
左
記
で
配

布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

取
得
で
き
ま
す
。

■
提
出
先　

梅
振
興
室
（
本
庁
舎
別
館

２
階
）

〒
６
４
６
―

８
５
４
５  

新
屋
敷
町
１

★
み
な
べ
・
田
辺
地
域
世
界
農
業
遺
産

推
進
協
議
会
事
務
局
（
み
な
べ
町
う
め

課
内
）

★
０
７
３
９
（
３
３
）
９
３
１
０

★https://w
w

w
.giahs-m

inabe
tanabe.jp/


